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ハイライト

個人所得税（PIT)

• 株式配当・既存株主優待株等による設
備投資に個人所得税管理の強化

• 不動産をリースする個人のVATおよび
PITの対象となる収益

• 非居住者の住宅手当の源泉徴収

• 任意年金基金への拠出金及び子弟の学
業成績に対する報奨金に対する税務

• 最終段階で、個人所得税の配分が再決
定されないもの

• 海外から複数回に分けて輸入される貨
物の通関手続き

• 再輸出が必要で「単純な処理・加工」
を受けた輸入品に対する税金還付

• 免税で輸入され、その後使用に変更
された商品に対する VAT

• 原産地証明書と税関申告書にHSコー
ドが異なる場合のの注意事項

貿易と税関

間接税

• 輸出加工企業が非関税地域外の倉庫を借
りる場合の付加価値税税率は10％

法人所得税（CIT）

• 同じ企業が同時に実行する独立した投資
プロジェクト間の損失の相殺および移転

• 投資証明書の工場面積を変更する場合の
法人税優遇措置

• 基本建設段階での土地賃貸料の配分

• 標準を超える消耗品の損金算入額と控除
可能な仮払消費税の決定

• ポイント蓄積プログラムに基づ
く現金報酬のの支払いは控除対
象

• 原材料費と破壊された完成品の費用は控除
対象外

外国契約者税（FCT）

• 欠陥のある輸出商品を海外で加工する場
合、外国契約者税は課税されない。

• ベトナムから海外への転送サービス、国
際物流、国際輸送に対する外国契約者税。

• 納税義務が発生しない場合、毎月のFCT
納税申告書を提出する必要はない
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同じ企業が同時に実行する独立した
投資プロジェクト間の損失相殺およ
び繰越
2023 年 12 月 19 日、税務総局は、租税政策
管理監督局（「 DTSA管理局」）および法務
局（財務省）との協議に基づき、 CITインセ
ンティブ付き事業活動の損失と、他のCITイ
ンセンティブ付き事業活動の収入との間の
相殺を規制しないよう法人所得税法を指導
する公式通達「No. 5781/TCT-CS」を発行した
ことが以下のとおり：

• 法務局（財務省）は、ある事業活動が法
人所得税優遇措置の対象となる場合、損
失を法人所得税優遇措置の対象となり収
入のある他の事業活動と相殺することは
できない。このの事業活動による損失を、
税制上の優遇措置を受けていない事業活
動の課税所得またはその他の事業活動の
収入で相殺することのみを選択できる。

• DTSAは、企業の投資事業活動を、損失
の相殺と繰越に関する規制を適用するた
めに同時に実施されている異なる事業活
動と見なすことは、十分に規制されてい
ない。

上記のガイダンスが発行された後も、納税
者は投資案件に関する説明を提出し続けた。
具体的には、企業は、異なる法人税優遇措
置率および減税を伴う、同じ事業分野の 03
件のプロジェクトに対して、03の独立投資
登録証明書を持っている。

従って、税務総局は、2024年5月2日付の
Official Letter No. 1792/TCT-CSを発行し、現行
のCIT法的文書には、企業が実施する独立投
資プロジェクトにおける損失相殺および繰
越に関する税務方針に規制がないと述べて
いる。

税務総局は、関連する内容をDTSAに転送し、
財務省に報告し、その権限に従って対応す
る。

(2023年12月19日付、税務総局発行の
Official Letter No. 5781/TCT-CS)

(2024年5月2日付、税務総局発行のOfficial
Letter No. 1792/TCT-CS)

法人所得税

ガイダンスの裁定
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投資証明書の工場面積を変更する場
合の法人税優遇措置
企業が有利な立地条件により法人税優遇
措置を受ける権利を有し、投資証書の改
正により工場面積を変更し、投資証書の
変更が投資プロジェクトのインセンティ
ブ条件の適格性に影響を与えない場合、
以下のことを行うことができる：

• 残りの期間、既存のプロジェクトに応
じて法人税の優遇措置を引き続き享受
する。又は

• Circular No. 78/2014/TT-BTC、第 18 条第 6
項に規定されているインセンティブ条件
を満たした場合、拡大投資の形でインセ
ンティブを受け取りる。

(2024年9月5日付、バクザン省発行の
Official Letter No. 3358/CTBGI-TTHT)

建設段階での土地賃貸料の配分

税務総局は、2024年5月7日付の公式通達
No.1879/TCT-CSを発行し、 基礎建設段階に
割り当てられる土地賃貸料の計算に関して、
異なる見解を持つ 2つの地方税務署からの 2
つの公式派遣について言及している。 具体
的には以下の通り：

2023年11月2日付のロンアン税務局発行の
Official Letter No. 4305/CTLAN- TTHTによる
と：

• 借地期間中一括してインフラ税を支払っ
た場合、借地年数に応じて段階的に事業
費に配賦される。

• 資本建設期間中に発生した土地賃貸料
は、その年の課税所得を決定する際の
控除費用には含まれない。同社では、
これを長期前払金として計上し、最長3
年を限度として建設工事終了後の事業
費や生産・営業活動に段階的に配賦す
る。

同件について、ドンナイ税務局は2023年12
月5日付のOfficial Letter No. 13515/CTDON-
TTHTを発行し、事業が開始されていない年
に会社が配分した前払い地代およびインフ
ラ賃料については、所定の条件を満たした
場合に課税対象を決定する際に損金算入さ
れることを公式通達No78/2014/TT-BTCの第 1
条・第 2.16 条・第 2.32 条・第 6 条、、第 4
条、回覧番号 96/2015/TT-BTC によって修正
に指示する。

(2023年11月2日付、ロンアン税務局発行
のOfficial Letter No.4305/CTLAN-TTHT)

(2023年12月5日付、ドンナイ税務局発行の
Official Letter No. 13515/CTDON-TTHT)

法人所得税

ガイダンスの裁定
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標準を超える消耗品の損金算入額と
控除可能な仮払消費税の決定

地方税務当局への対応において、 税務総局
は、標準を超える原材料、材料、燃料、エ
ネルギー、および物品（「消耗品」）の税
務処理に関する見解を次のように述べた。

• VATの観点から:

✓ 原則として、標準を超える消耗品の
仕入 VAT 額を申告して控除すること
はできない。

✓ 消費標準が政府によって発行されてい
る場合、標準を超える仕入VAT額は申
告して控除することはできない。

• CITの観点から:

✓ 企業は、生産やビジネスで使用される材
料、燃料、エネルギー、および商品の消
費基準を独自に構築および管理する。

✓ 政府が一部の消耗品の消費標準を発行
した場合、それを遵守しなければなら
ない。

(2024年5月16日付、税務総局発行のOfficial
Letter No. 2087/TCT-CS)

ポイント蓄積プログラムに基づく現
金懸賞のの支払いは控除対象

お客様が購入し、会社の規定に従って注文
額を累積した際に、会社がお客様に現金懸
賞を支払う場合、通達第96/2015/TT-BTC号第
4条に規定された条件を満たす場合、その支
払いは、CIT課税所得を決定する際に損金算
入を行うことができまる。

(2024年4月26日付、ハノイ税務局発行の
Official Letter No. 24940/CTHN-TTHT)

破壊された原材料費と完成品の費用は
控除対象外

顧客による注文、或いは生産・事業戦略の
変更により破壊された原材料や完成品は、
不可抗力とは見なされないため、CIT課税所
得を決定する際に損金算入を行うことがで
きまる。

(2024年5月06日付、 Vinh Phuc税務局発行の
Official Letter No. 995/CTVPH-TTHT)

法人所得税

ガイダンスの裁定
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輸出加工企業が非関税地域外の倉庫を借
りる場合の付加価値税税率は10％

会社が原材料や製品を保管するために工場を
借りる輸出加工企業（EPE）であるが、倉庫
が非関税地域外で実施および消費される場合、
通達第219/2013/TT-BTC号第9条に規定されて
いるように、VAT0%の課税を受ける権利がな
い。したがって、規制に従って10%のVAT税
率が適用される。

(2024年 5月 9日付、ロンアン税務局発行
Official Letter No.2231/CTLAN-TTHT)

間接税税

ガイダンスの裁定
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株式配当・既存株主優待株等による
設備投資に個人所得税管理の強化

設備投資による所得に対する個人所得税の
管理を強化する目的で、税務総局は、地方
税務局に対し、以下の注目すべきガイドラ
インを実施するよう要請する：

• 個人所得税の申告・納税を代行する機関
による監督組織について： 個人に代わっ
て税金を申告および納税する義務をまだ
履行していない、地方に代わって申告お
よび納税を行う組織に対しては、税務局
は規定に従って税務管理措置を実施する
もの。 個人の既存株主に対する株式およ
びボーナス株式の形での配当収入に対す
る個人所得税の申告、納税、および申告
と納税の義務を規定に従って履行する組
織に対し、その義務を履行するよう要請
する。

• 税務調査・ 検査について：税務管理にお
けるリスク管理規程に従い、証券会社、
証券保管業務を行う商業銀行、資金運用
会社及び証券発行者の税務書類の机上審
査を行う。リスクが検出された場合は、
規定どおりに納税者の施設への物理的な
検査を実施する必要がある。したがって、
税務調査の際には、個人(株式配当または
株式賞与の受領者)を代行する個人による
個人所得税の申告と納付、および個人が
法規制に従って同種株式を譲渡する場合
の設備投資所得に対する個人所得の申告
と支払いの検査に注意を払う必要がある。

(2024年5月2日付、税務総局発行の Official
Letter No. 1806/TCT-DNNCN)

不動産をリースする個人事業主のVAT
およびPITの対象となる収益

通達第40/2021/TT-BTC号の付録には、個
人向けの不動産の賃貸に適用される5%の
VAT税率と5%の個人所得税率を規制して
いる。

個人事業主である賃貸人と法人賃借人と
の間で締結された契約に基づき、賃貸人
は、規定どおりに不動産の賃貸収入に対
してVATおよび個人所得税を支払うもの
とする。VAT課税およびPIT課税収益は税
込み収益であるため（課税対象の場合）、
契約にリース価格にVATおよびPITが含ま
れていない場合、税務当局は、VAT/PIT課
税所得(=)賃貸人に支払われる税抜き収益
を(:)0.9で割った値を再決定するものとす
る。

賃貸人または賃借人が申告書を提出し、
税金を支払う義務があるかどうかは、民
法に従って契約の両当事者が合意するも
のとする。

(2024年 4月 3日付、税務総局発行の
Official Letter No. 1368/TCT-DNNCN)

個人所得税

ガイダンスの裁定
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非居住者の住宅手当の源泉徴収

当社が非居住者である外国人従業員に住宅
手当を支払った場合、課税家賃の額は、通
達第92/2015/TT-BTC号第11条第2項の指示に
従い、ベトナムで発生する総課税所得（住
宅手当および関連する光熱費がある場合は
それを除く）の15%を上限とする。

(2024年4月23日付、ハノイ税務局発行の
Official Letter No. 23289/CTHN-TTHT)

任意年金基金への拠出金及び子弟の学業
成績に対する報奨金に関する税務上の取
扱い

雇用主が加入した任意年金基金への拠出金、
または保険料が累積した保険商品のために
従業員に拠出されたものは、給与所得とし
て課税されます。任意年金基金への拠出額
は、実際の発生に応じて課税所得から差し
引くことができますが、100万VND/月を超
えない。

学業成績が良く、優秀な学生証明書、市、
国の賞を受賞した従業員の子供に与えられ
るボーナス、現金または現物での報酬は、
通達第111/2013/TT-BTC号第2条第2項e.1に規
定された賞与に含まれていないため、課税
対象の給与所得となる。

(2024年4月23日付、ハノイ税務局発行の
Official Letter No. 23290/CTHN-TTHT)

個人所得税の配分は、最終段階で再決定
されないものとする

他省の事業所に勤務する従業員に給与や賃
金を支払う場合、会社は規則に従って個人
所得権を源泉徴収し、 通達No.80/2021/TT-
に記載された指示に従って税務申告書を提
出する必要。

従業員が勤務する各省の国家予算に割り当
てられ、送金された個人所得税の金額につ
いては、通達No.80/2021/TT-BTC号第19条a
項a.1項に従って、個人所得税の確定時に再
計算する必要はない。

(2024年4月26日付、ハノイ税務局発行の
Official Letter No. 24942/CTHN-TTHT)

個人所得税

ガイダンスの裁定
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外国契約者源泉徴収税（FCT)

ガイダンス裁定

欠陥のある輸出商品を海外で加工す
る場合、はFCTの対象外

ベトナムの企業は、商品が締結された販売契
約に従って品質要件を満たしていない場合、
商品を再処理するために外国の組織を雇わな
ければならない。この加工活動はベトナム国
外で提供および消費されるため、外国組織が
受け取る収入はFCTの対象外。

(2024年5月9日付、ビンズン省発行の Official
Letter No. 12264/CTBDU-TTHT)
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ベトナムから海外への転送サービス、
国際物流、国際輸送に対するFCT

外国企業がベトナムで転送サービス、国際
物流、またはベトナムから海外への国際輸
送から収入を得る場合、そのような収入は、
通達No.103/2014/TT-BTC号第 1条の規定に
従って源泉徴収税の対象となる。

外国請負業者が通達No.103/2014/TT-BTC号
第8条に規定された条件のいずれかを満たさ
な い 場 合 、 ベ ト ナ ム 企 業 は 、 通 達
No.103/2014/TT-BTC号第12条および第13条
の指示に従って、外国請負業者に代わって
税金を控除、申告、および支払う責任があ
る。

• ベトナムから海外への国際輸送サービス
（国際運賃）:

✓ VAT税率:国際輸送貨物は、課税所得に
対して0%（通達No.219/2013/TT-BTC号第
9条第2項の規定を満たす場合）または
3%（VAT0%の条件を満たしない場合）
の税率が適用される。

✓ CIT税率:課税所得に対する２%の税率。

• ベトナムから海外への国際フォワーディ
ング・物流サービス（国際運賃を除く）:

✓ VAT税率:課税所得に対する5%の税率

✓ CIT税率:課税所得に対する5%の税率。
ベトナムから海外への国際貨物輸送お
よび倉庫サービスに対する法人所得税
の対象となる収入は、運送業者に支払
われる国際運賃（海上輸送）を除いて、
外国人が受け取る収入全体となる。

(2024年4月23日付、ハノイ税務局発行の
Official Letter No. 23287/CTHN-TTHT)

納税義務が発生しない場合、毎月の
FCT納税申告書を提出する必要はない

外国契約者に代わって納税を行う場合、外
国契約者との取引・支払いが月に複数回あ
る場合、その都度ではなく、月次で申告す
ることができる。毎月の確定申告の提出期
限は、納税義務が発生する月の翌月20日。

当月中にFCTの義務を発生しない場合、当社
は毎月の税務申告を税務当局に提出する必
要はない。

(2024年4月24日付、ハノイ税務局発行の
Official Letter No. 2547/CTBNI-TTHT)

外国契約者源泉徴収税（FCT)

ガイダンス裁定
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分割出荷で輸送される輸入貨物の通関
手続き

税関管理監督局（税関総局管轄）の指導に
より、税関申告書に申告された貨物の一部
については、通関に関する規定はない。

1つの船荷証券で輸入された商品がベトナム
に分割出荷される場合、企業は税関申告を
行う前に、船荷証券を出荷ごとに複数の副
手形に分離する必要がある。発行されたサ
ブビル番号は、通関のために対応する貨物
を別途申告するために使用される。

(2024年4月12日付、税関総局発行のOfficial
Letter No. 496/GSQL-GQ1)

再輸出が必要な「単純な操作と加工」を
行った輸入品に対する税金還付

税関総局のガイダンスによると、 輸出輸入
税に関する法律 No.107/2016 / QH13は、納
税済みで輸入され、再輸出する必要がある
商品については、納税された輸入税に対し
て税金の還付が適用され、 商品が未使用ま
たは加工されていない場合は輸出税は責任
を負わないと規定している。

さらに、現行の規制では、海外に再輸出し
なければならない輸入品の税還付方針を決
定するための加工および製造活動の使用は
指定されていない。

(2024年4月12日付、税関総局発行のOfficial
Letter No. 1581/TCHQ-TXNK)

輸入関税が免除される商品のVAT申請
で、使用目的が変更された場合

税関総局のガイダンスにより、輸入段階
でのVAT課税額は「輸入」の合計額 ＝
「国境ゲートでの輸入価格」＋「輸入税
（ある場合）」＋「特別消費税（ある場
合）」＋「環境保護税（ある場合）」。

企業が「国境ゲートでの輸入価格」につ
いてはVATを支払ったが、輸入時に輸入税
が免除されるため「輸入税」については
付加価値税を支払っていない場合、発生
した「輸入関税」の金額に対して追加の
VATを支払う必要がある。

(2024年4月12日付、税関総局発行のOfficial
Letter No. 1570/TCHQ-TXNK)

貿易・税関

ガイダンスの裁定
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原産地証明書と税関申告書のHSコードが
異なる場合のご案内

原産地証明書（「C / O」）と輸入申告書の
様々HSコードについては、税関総局によって
次のように案内されている。

税関当局は、C/Oの商品名が輸入申告書の申
告品名とHSコード分類の告示裁定、または実
際の輸入品と一致しないと判断するに足る十
分な根拠がある場合、C/Oを却下するものと
する。

税関当局は、C/O上の製品名が輸入申告書の
申告製品名とHSコード分類の通知裁定、また
は実際の輸入品と一致しないと判断する根拠
が不十分な場合、財務省が発行した2023年5
月31日付の通達No.33/2023/TT-BTC号第16条
の規定を適用するものとする。

(2024年5月9日付、税関総局発行のOfficial
Letter No. 2011/TCHQ-GSQL)

貿易・税関

ガイダンスの裁定
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